
仕 様 書 

 

１ 委託業務名 

参議院議員通常選挙に係る投票所入場整理券作成等業務 

 

２ 委託期間 

契約締結日から令和７年７月２８日まで 

 

３ 業務内容 

参議院議員通常選挙に係る投票所入場整理券作成等業務 

  （１） 投票所入場整理券の作成 

  （２） 投票所入場整理券封入用封筒の作成 

  （３） 投票所入場整理券のプリント 

  （４） 投票所案内チラシの作成（１色） 

  （５） 投票所変更案内チラシの作成（３色） 

  （６） 投票所入場整理券及び各種チラシの世帯別封入封緘処理（抜取り作業含む） 

  （７） 不在者投票チラシの作成 

（８） 投票所入場整理券プリントプログラムの作成 

  （９） 封入封緘した投票所入場整理券及び各種チラシの搬入納品 

 

４ 業務内容の詳細 

  （１） 「投票所入場整理券」の作成 

       規 格：Ｙ８．３”×Ｔ４．５”  

紙 質：上質紙 90ｋｇ 

印刷色：表裏１色 

数 量：３００，０００枚 

校 正：３回以上 

 

（２） 「投票所入場整理券封入用封筒」の作成 

 規 格：封筒（Ｙ１２０ｍｍ×Ｔ２３５ｍｍ） 

 紙 質：封筒（上質紙 70ｋｇ）  

印刷色：封筒（表２色 裏１色）  

数 量：１５６，０００枚 

校 正：３回以上 

その他：表面２面窓あき（セロ窓（クリアフイルム）加工、接着糊加工） 

           窓と窓の間は最低でも 13ｍｍ以上開けること。届いた封筒を有権

者が開封しやすくするために、ミシン加工もしくはクイックオー

プナー加工などの加工を必ず行うこと。 

 

（３） 「投票所入場整理券」のプリント 

       受託者は委託者から投票所入場整理券情報ファイル（ＣＳＶデータ）を受け

取り、提供レイアウトのとおり「投票所入場整理券」印書イメージデータを作

成し、印刷する。ただし、レイアウト詳細については、落札後、委託者と別途

打ち合わせを行う。校正は３回以上とする。宛て名台紙を用いる場合において

は、宛て名台紙に印刷される郵便カスタマーバーコードの読み取りテストを

行うものとする。 

数 量：２９０，０００枚 

      【プリント事項】 

固定 

①選挙名 ②投票日 

データからの変換 

①選挙人氏名 ②選挙人住所及び郵便番号 



③性別コード ④投票区及びページ番号 

⑤郵便カスタマーバーコード ⑥通数連番 

⑦世帯番号 ⑧投票時間 

⑨投票所名及び投票所地図 ⑩個人番号バーコード 

 

（４） 「投票所案内チラシ（１色）」の作成 

規 格：Ｙ２１０ｍｍ×Ｔ２９７ｍｍ 

紙 質：上質紙 55ｋｇ 

印刷色：表裏１色 

数 量：１５６，０００枚 

その他：封筒に封入ができるよう三つ折り必要 

 

（５） 「投票所案内チラシ（３色）」の作成 

※ 投票所の変更案内チラシ。原稿枚数は投票所の変更箇所数により決定

する。落札後委託者と別途調整する。 

規 格：Ｙ２１０ｍｍ×Ｔ２９７ｍｍ 

紙 質：上質紙 55ｋｇ 

印刷色：表３色 

数 量：１３，０００枚 

その他：封筒に封入ができるよう三つ折り必要 

 

（６） 入場整理券世帯別封入封緘処理（抜取り作業含む） 

数 量：２９０，０００枚 

１） 委託者から提供する投票所入場整理券情報ファイル（ＣＳＶデータ）

から世帯コードを読み取り、「投票所入場整理券」を世帯ごとにまとめ、

「投票所入場整理券封入用封筒」に封入封緘する。なお、１封筒には１

世帯分の「投票所入場整理券」及び「投票所案内チラシ（１色）」を封

入する。また、大津市が指定した「投票所入場整理券封入用封筒」には、

「投票所案内チラシ（３色）」を合わせて封入する。 

２） １封筒には原則世帯全員の「投票所入場整理券」を封入する。 

３） 正確性を期するため封入封緘は機械処理（手作業は不可）とし、後日

の誤封入等の事故に備え、必ずログ（記録）を確認できるようにするこ

と。 

４） 大津市が指定した「投票所入場整理券」には、「投票所変更あり」と

印字すること。 

５） 「投票所入場整理券封入用封筒」の表面に、次のように点字を刻印す

ること。「せんきょのおしらせ」。直接刻印できない場合は、委託者がデ

ータ送付する該当世帯の封筒表面に点字を刻印したシールテープを作

成のうえ貼り付けること。 

６） 封入封緘終了後、直ちに封緘した「投票所入場整理券」及び「投票所

入場整理券封入用封筒」の各総通数を委託者に報告すること。 

７） 封入封緘処理された「投票所入場整理券封入用封筒」は、委託者の指

定する方法により、一様の段ボール等の梱包箱に入れ、下記８）のとお

り委託者が指示するデータとともに用意すること。なお、梱包後の箱の

表面には、「箱の連番」、「投票区番号」及び「投票所入場整理券の通数

連番」を明記すること。 

８）委託者が送付する抜取りデータにより、封筒を抜取り委託者の指示する

場所に別途納品すること。（想定抜取り件数１，５００件） 

９）受託者は、抜取り作業後に残った投票所入場整理券が封入された封筒に

つき、委託者の管理する選挙区を管轄する郵便局が指定する方法（区内

特別郵便料金の各重量区分帯及び区外等の後納郵便ごとに、分類した

上でそれぞれの一通ごとの内訳データを添付する）に従い、委託者の立



会いのもと委託者が郵便局に送付できるよう準備し、同時にそれぞれ

の一通ごとの内訳データを委託者に提出すること。世帯別封筒を集配

局別に送付通数が分かるように確認リストを出力し，納品前に発注者

の確認を受けること。（引抜き用データに基づき引抜きを行った場合は，

引抜き後の数であること。） 

１０）受託者は選挙人住所と投票所の整合を確認するため、委託者が指示す

る選挙人の投票入場整理券の印刷のイメージデータ（約２５０人分）を

ＰＤＦデータで提供すること。 

 

（７） 「不在者投票案内チラシ（１色）」の作成・原稿１種類（県外発送） 

規 格：Ｙ２１０ｍｍ×Ｔ１００ｍｍ 

紙 質：上質紙55ｋｇ 

印刷色：表裏１色 

数 量：４，０００枚 

その他：封筒に封入ができるよう三つ折り必要 

 

（８） 投票所入場整理券プリントプログラムの作成 

１） 委託者から提供する投票所入場整理券情報ファイル（ＣＳＶデータ）

を正確及び確実に印字できるプログラムを作成すること。なお、印字プ

ログラムは、期日前投票システム等で使用するバーコード及び郵便カ

スタマーバーコードのデータ作成印字を含むものであること。文字化

け及び桁あふれ等の不具合がないか十分に精査を行い、正確性を確保

できる印字プログラムとすること。また落札後、プログラム検証用に、

サンプルを委託者に提出し、事前の確認を受けること。印字位置及び封

入封緘後の状態を確認するためサンプルは本番用の「投票所入場整理

券用紙」及び「投票所入場整理券封入用封筒」の用紙を使用し、本番用

のプリンターで印刷したものを提出すること。 

２） 委託者の指定する外字を正確及び確実に反映し、印字できるプログラ

ムとすること。委託者から外字ファイル及び外字一覧表を提供するの

で、プログラム作成後は、外字が大津市提供の情報と一致するか十分に

検証し、その後、本番用のプリンターで印刷した外字一覧表を委託者に

提供すること。 

       ３） 委託者から提供する投票所入場整理券情報ファイル（ＣＳＶデータ）

の各種コード等の印書データ仕様については、落札後委託者と別途調

整協議すること。 

       ４） 委託者から提供する本番用投票所入場整理券情報ファイル（ＣＳＶデ

ータ）（選挙人名簿登載データ）等の各種電子データは、セキュリティ

－確保及び工期短縮の必要性からＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ（総合行政ネッ

トワーク）又は専用回線等のネットワークを使用し、安全かつ迅速に電

子データを提供できる方法を用いること。インタ－ネット経由及びＵ

ＳＢ等の記録電子媒体による電子データの提供はしない。 

          なお、各種電子データの提供に伴う回線利用等の負担は、全て受託者

とする。 

 

（９） 封入封緘した投票所入場整理券及び各種チラシの搬入納品 

  １） 受託者は、封入封緘処理された封筒を、委託者の指定する方法により

一様の段ボール等の梱包箱に入れ納品すること。また梱包に要する材

料は受託者が調達すること。 

       ２） 「投票所入場整理券封入用封筒」に封入しなかった各種帳票は、速や

かに委託者に納品すること。 

       ３） 納入場所は「大津市役所選挙管理委員会事務局」及び本市が指定した

郵便局（大津中央郵便局及び堅田郵便局を想定）とする。 



       ４） 封入封緘した「投票所入場整理券」の納品日は、委託者が指定した日

時を厳に遵守すること。 

 

５ 業務スケジュール（選挙期日を７月２０日（日）と想定） 

  １）令和７年５月２０日（火）まで  

委託者と提供する投票所入場整理券情報ファイル仕様の協議 

     検証用テストデータ提供（委託者から提供） 

  ２）令和７年６月１０日（火）まで 

     プログラム作成及び検証用成果物納品（受託者） 

  ３）令和７年６月１３日（金）まで 

     検証結果通知（委託者から通知） 

  ４）令和７年６月１７日（火） 

     本番データ提供（委託者から提供） 

  ５）令和７年６月２３日（月） 

抜取りデータ提供（委託者から提供） 

６）令和７年６月２６日（木） 

     参議院議員通常選挙投票所入場整理券成果物納品（受託者） 

     抜取り済封筒納品（受託者） 

 

６ 個人情報保護 

  １） 大津市個人情報保護条例（平成１６年条例第１号）及び別記「個人情報取扱特記

事項」を遵守し、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他の個人情報保護に必要

な措置を講じること。 

２） 個人情報漏洩及び改ざん防止の観点から電子データ処理、印字業務及び封入封緘

業務までを一事業所内で完結することとし、各種作業室内は入室管理を行い、作業

担当者以外は入室できないようにすること。 

３） 個人情報を含む作業についての再委託は原則禁止とする。  

  ４） 受託者は、個人情報保護対策の体制整備を客観的に評価するものとして、一般財

団法人日本情報経済社会推進協会認定によるプライバシーマーク等の公的機関に

おける認証を取得すること。 

  ５） 受託者は、個人情報保護に細心の注意を払うこととし、個人情報の漏洩等が発生

した場合は、直ちに漏洩等を防止する措置を講じるとともに、委託者に書面で状況

を報告し、指示を受けること。 

 

７ その他 

  １） 災害等の不測の事態に備えるため、処理現場のほかに１箇所以上、バックアップ

センターを準備すること。 

２） 委託者が提供する磁気媒体及び受託者が納品する成果物の搬送にあたっては、機

密保持について、最大限の注意を払い、滅失、毀損及び盗難その他の事故がないよ

う適切な措置を講じること。 

  ３) 受託者は委託者が立入検査を必要と認めるときは、立入を受けること。立入検査

の結果、受託者の業務処理状況が適切でないと認めるときは、委託者は受託者に対

しその改善を求める。 

  ４） この仕様書に定めのない事項については、委託者及び受託者双方が協議してこれ 

を定める。 

  



別記 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 乙は、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第２条第

１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による

事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱い

を適正に行わなければならない。 

 （責任体制の整備及び報告） 

第２ 乙は、この契約による事務における個人情報の取扱いの責任者及び業務従事者の管

理体制及び実施体制を定め、甲に書面で報告しなければならない。 

（秘密の保持） 

第３ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は

不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様

とする。 

（取得の制限） 

第４ 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を取得しようとするときは、その事

務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段に

より取得しなければならない。 

（適正管理） 

第５ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき

損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（廃棄） 

第６ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなく

なったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 

（目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的のた

めに利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示がある場合は、この限

りでない。 

（複写又は複製の禁止） 

第８ 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資

料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。 

（再委託の禁止） 

第９ 乙は、この契約による個人情報を取り扱う事務を、第三者（乙の子会社（会社法（平

成１７年法律第８６号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）を含む。次項に

おいて同じ。）に委託してはならない。ただし、甲が承諾したときは、この限りでない。 

２ 前項ただし書の規定により、第三者に委託する場合にあっては、乙は、受託者に対し、

当該委託で取り扱う個人情報の安全管理が図れるよう、必要かつ適切な措置を講じなけ

ればならない。 

（資料等の返還） 

第１０ 乙は、この契約による事務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若

しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又



は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

（従事者への周知等） 

第１１ 乙は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても

当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用し

てはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知し、及び遵守させなければ

ならない。 

（調査） 

第１２ 甲は、乙がこの契約による事務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の状況に

ついて、定期に、及び必要に応じ随時に調査することができる。 

（指示及び報告） 

第１３ 甲は、乙がこの契約による事務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保す

るため、乙に対して、必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求

めることができる。 

（事故報告） 

第１４ 乙は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのある

ことを知ったときは、直ちに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 （契約の解除） 

第１５ 甲は、乙がこの個人情報取扱特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約

の全部又は一部を解除することができる。 

 （損害賠償） 

第１６ 乙は、この個人情報取扱特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲

又は第三者が損害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 

 

注１ 「甲」は委託者である大津市（実施機関）を、「乙」は受託者をいう。 

２ 委託等の内容にあわせて、適宜必要な事項を追加し、また不要な事項を削除すること

ができる。 

 


